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非
課
税
な
の
で
は
な
く
、
お
金
を
受
け

取
る
と
き
ま
で
課
税
が
繰
り
延
べ
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

企
業
型
Ｄ
Ｃ
で
も
マ
ッ
チ
ン
グ
拠
出

の
場
合
、
加
入
者
掛
金
は
源
泉
徴
収
で

課
税
さ
れ
た
後
の
個
人
の
給
与
か
ら
拠

出
さ
れ
る
が
、
年
末
調
整
で
そ
の
分
の

給
与
所
得
が
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
、

年
間
掛
金
払
込
額
相
当
額
分
の
税
金
が

戻
っ
て
く
る
。
正
確
に
は
「
小
規
模
企

業
共
済
等
掛
金
」
と
い
う
控
除
項
目
を

使
っ
て
年
間
掛
金
払
込
額
が
所
得
か
ら

控
除
さ
れ
、
税
金
が
戻
っ
て
く
る
（
図

表
１
、
２
）。

　

個
人
型
Ｄ
Ｃ
の
掛
金
で
も
こ
れ
は
同

じ
理
屈
に
な
り
、
会
社
員
等
の
給
与
所

得
者
な
ら
年
末
調
整
で
税
還
付
が
受
け

ら
れ
、
個
人
事
業
主
な
ら
確
定
申
告
で

全
体
の
税
額
を
調
整
す
る
。
こ
う
し
た

目
に
見
え
る
お
金
の
還
付
が
あ
る
と
、

税
制
優
遇
の
実
感
が
持
て
る
も
の
だ
。

　

ま
た
給
与
所
得
者
の
場
合
、
翌
年
度

の
６
月
か
ら
、
年
間
掛
金
払
込
額
に
税

率
10
％
を
乗
じ
た
額
の
12
分
の
１
相
当

額
（
１
年
間
掛
金
が
変
わ
ら
な
い
場

合
、
掛
金
月
額
の
10
％
）
分
、
住
民
税

が
少
な
く
な
る
。

所
得
控
除
の
効
果
だ
け
で 

定
期
預
金
を
上
回
る
利
回
り
に

　

図
表
３
は
、
会
社
員
Ａ
さ
ん
が
マ
ッ

チ
ン
グ
拠
出
で
月
額
１
万
円
の
掛
金
を

拠
出
し
、
資
産
の
運
用
利
回
り
ゼ
ロ

％
、
所
得
税
率
10
％
、
住
民
税
率
10
％

と
い
う
前
提
条
件
で
算
出
し
た
毎
月
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
で
あ
る
。
社
会
人

と
な
っ
て
、
Ｄ
Ｃ
資
産
を
一
時
金
で
受

け
取
る
ま
で
の
38
年
間
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
の
実
質
利
回
り
は
、
所
得
税
と

住
民
税
の
軽
減
効
果
の
み
で
年
１
・
１

０
％
と
な
る
（
図
表
３
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
か
ら
エ
ク
セ
ル
の
Ｘ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
関

数
で
算
出
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
セ

ル
は
税
額
を
掛
金
か
ら
差
し
引
い
た
額

を
Ａ
さ
ん
の
実
質
負
担
額
と
し
て
マ
イ

ナ
ス
表
示
、
税
還
付
額
が
掛
金
よ
り
多

か
っ
た
と
き
は
プ
ラ
ス
表
示
）。

　

条
件
を
変
え
て
利
回
り
を
求
め
る

と
、
期
間
が
短
く
、
税
率
が
高
く
な
る

ほ
ど
利
回
り
は
高
く
な
る
。
Ａ
さ
ん
の

ケ
ー
ス
で
受
取
り
ま
で
の
期
間
を
20

年
、
10
年
と
短
く
し
て
い
く
と
、
実
質

利
回
り
は
２
・
０
６
％
、
３
・
９
８
％

と
上
昇
す
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
深

入
り
は
し
な
い
が
、
数
値
の
う
え
で
は

所
得
控
除
の
効
果
だ
け
で
、
今
の
定
期

預
金
の
金
利
水
準
の
何
倍
も
の
利
回
り

が
達
成
で
き
る
。

　

Ａ
さ
ん
の
場
合
、
企
業
型
Ｄ
Ｃ
の
マ

ッ
チ
ン
グ
拠
出
な
の
で
手
数
料
の
負
担

は
な
い
が
、
個
人
型
Ｄ
Ｃ
で
は
金
融
機

関
（
運
営
管
理
機
関
）
が
プ
ラ
ン
ご
と

に
定
め
て
い
る
手
数
料
の
負
担
が
生

じ
、
こ
れ
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
織

り
込
む
必
要
が
あ
る
。
手
数
料
水
準
は

定
拠
出
年
金
（
Ｄ
Ｃ
）
の
最
大

の
メ
リ
ッ
ト
は
税
制
優
遇
だ
。

「
拠
出
時
」「
運
用
時
」「
給
付
時
」
の

三
段
階
で
税
制
メ
リ
ッ
ト
が
受
け
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｃ
は
最
強
の
節
税
資

産
形
成
ツ
ー
ル
と
い
わ
れ
る
。
金
融
機

関
の
行
職
員
は
税
制
度
の
根
本
的
な
性

質
を
理
解
し
た
う
え
で
、
お
客
様
に
対

し
て
過
度
に
こ
の
税
制
メ
リ
ッ
ト
を
誇

張
す
る
こ
と
な
く
正
確
な
説
明
が
で
き

る
よ
う
に
し
た
い
。

　

税
は
お
金
の
動
き
を
追
い
か
け
る
。

会
社
員
の
給
与
は
支
払
わ
れ
る
前
に
税

が
源
泉
徴
収
さ
れ
る
。
お
金
を
運
用
に

回
す
と
、
運
用
益
に
も
税
が
課
せ
ら
れ

る
。
長
期
間
運
用
さ
れ
て
き
た
資
産
を

確

退
職
金
や
年
金
と
し
て
受
け
取
る
際
に

も
税
が
課
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
大
原
則

で
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
を
維
持
し
社
会
的

弱
者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
原
資
と
な
る
。

Ｄ
Ｃ
に
税
制
優
遇
措
置
が
あ
る
の
は
、

年
金
と
い
う
老
後
生
活
を
支
え
る
柱
と

な
る
制
度
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

拠
出
時
の
税
制
優
遇
で
あ
る
所
得
控

除
に
つ
い
て
は
、
ぴ
ん
と
来
な
い
人
も

多
い
だ
ろ
う
。
企
業
型
Ｄ
Ｃ
で
企
業
が

出
す
事
業
主
掛
金
は
、
所
得
税
が
源
泉

徴
収
さ
れ
る
給
与
と
は
別
枠
で
、
課
税

さ
れ
な
い
ま
ま
拠
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は

1
拠
出
時
の
税
制
優
遇

特 集
個人型確定拠出年金の
利用促進に取り組む

森
本
泰
生
１
級
Ｄ
Ｃ
プ
ラ
ン
ナ
ー

企
業
年
金
総
合
プ
ラ
ン
ナ
ー

確
定
拠
出
年
金
の
税
制
メ
リ
ッ
ト
を

整
理
し
て
お
こ
う

　
こ
こ
で
は
、
確
定
拠
出
年
金
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
と
な
る
三
つ
の
税

制
優
遇
の
ポ
イ
ン
ト
と
お
客
様
へ
の
説
明
方
法
を
解
説
す
る
。

※選択制掛金の場合、実質給与からの拠出が多いが、税のほか社会保険料も対象外となる

図表２　企業型ＤＣと個人型ＤＣの所得控除に必要な手続き

掛金の負担者 利用できる控除枠 必要な手続き

企
業
型

事業主掛金（選択制掛
金を含む） 給与と別枠なので課税されない 手続き不要

マッチング拠出の加入
者掛金 小規模企業共済等掛金控除 年末調整

個
人
型

給与所得者が拠出 小規模企業共済等掛金控除 年末調整か確定申告

個人事業主が拠出 小規模企業共済等掛金控除 確定申告

図表１　給与所得者の保険料控除申告書（年末調整書類）のDC掛金記載例
（マッチング拠出、個人型DC掛金の場合）


